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１ 大人数の退職勧奨において何に気を

つけるか～ポイントは「情報」「時間」「金

銭」～ 

某タクシー会社の数百人の整理解雇

（実際は整理解雇ではなく退職勧奨）が

報道されたことは記憶に新しいところで

す（解雇と退職勧奨の説明は割愛します）。 

では、万が一雇用調整助成金などによ

っても雇用維持が難しく、大人数の退職

勧奨を行う場合には何に気をつけるべき

でしょうか。 

仮に退職勧奨に同意をして、退職合意

書にサインをしたとしても、合意退職の

効力が否定されることがあります。従業

員が退職合意書にサインをしたとしても、

日本の労働法では労働者を保護するため、

当該行為が労働者の自由な意思に基づい

てされたものと認めるに足りる、合理的

な理由が客観的に存在するか否かという

観点から有効・無効を判断します（労働

条件の不利益変更の同意について山梨県

民信用組合事件（最判平 28.2.19）等多数

あります）。 

要するに人間の心や気持ちを証明する

のは難しいので、様々な関連事実から「労

働者の自由な意思に基づいてなされたも

の」かどうかを判断します。 

では大人数の退職勧奨において何に気

をつけるべきでしょうか。ポイントは「情

報」「時間」「金銭」です。 

「情報」については、現在の会社の経

営状態（売上、人件費、資金繰り等）を具

体的にかつ事実に基づいて説明したかが

重要になります。曖昧もしくは事実に反

する内容を説明した場合は、退職合意書

にサインをしたとしても「労働者の自由

な意思に基づいてなされたもの」と判断

されないと思います。また、書面のみ交

付するだけでなく、説明会や対面の説明

もあれば良いですし、説明資料を渡した

ほうがより「労働者の自由な意思に基づ

いてなされたもの」と判断されやすいの

です。 

「時間」については、説明を受けた後、

どの程度検討する時間を与えたかが重要

であり、その場でサインをすることを求

めたのか、一度家に持ち帰って検討して

もらったのか、数日間考える時間を与え

たのか否かは「労働者の自由な意思に基

づいてなされたもの」かどうかの判断に

影響を与えます。 

「金銭」については、特別退職金や有

給休暇の買取りなどにより通常の退職金

に追加して支払う場合があります。退職

の際に支払う金銭が多ければ多いほど

「労働者の自由な意思に基づいてなされ

たもの」と判断されやすいと思います。 

一例を挙げれば、リーマン・ショック

後の減産を理由とした期間雇用の不更新

同意の有効性が争われた本田技研工業事

件（東地判平 24.2.17）において、説明会

における説明内容が具体的であったこと

（「情報」）、説明会後に不更新合意が記載

された契約書に署名し、かつ約 20 日後に 
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退職届を出したこと（「時間」）、退職手続

を整然と履行して会社から支給される慰

労金及び精算金を受領したことから（「金

銭」）、不更新同意が有効であると判断し

ました。 

上記から「情報」「時間」「金銭」が重要

なポイントであることが分かります。 

「情報」「時間」「金銭」はできるだけ与

えたくない場合もあるかもしれませんが、

危急存亡の秋に労働トラブルに時間を取

られる方は極力避けるべきです。報道で

は冒頭のタクシー会社の事例では、８０

名を超える従業員が東京地裁に仮処分の

申し立てを行ったとのことです。訴訟等

の手続きに進むこと自体が会社再建に大

きな障害になることは間違いありません。 

 

２ 希望退職も有効な選択肢 

希望退職制度とは、会社が従業員の自

主的な退職を募る仕組みのことを指しま

す。一部の従業員に退職して貰う場合は、

一定の条件を提示して退職する従業員を

募る方がトラブルも少なくなります。希

望退職に伴う退職の場合であっても、会

社都合退職での雇用保険の受給が可能と

なります。 

全従業員に対する希望退職募集は退職

勧奨と変わりがないのではないかとの疑

問が湧きますが、実際に筆者は何度も全

従業員に希望退職募集を行いましたが、

スムーズに退職に同意していただくケー

スが圧倒的多数でした。 

上記「１」を当てはめれば、希望退職募

集を行うことで、希望退職募集要項を文

書で掲示したり説明することで十分な

「情報」を提供することができます。希

望退職募集は、一定の時間退職募集を行

うので「時間」を掛けて考えることがで

きます。また、希望退職募集では、割増

退職金を支払うことが一般で、もちろん

会社の経営状態によっては多額の金銭を

支払うことはできませんが、「金銭」を支

払うことになります。以上からすれば、

希望退職募集は、これまでの日本の労使

関係が生んだ一つの合理的な雇用調整の

方法であると考えることができます。 

 

３ 再雇用を約束してよいのか 

会社としては退職勧奨をする際に「環

境が良くなったら再就職は約束するから」

とつい言いたくなるところです。コロナ

ウイルスに関する厚生労働省の QA にお

いても「また、雇用保険の基本手当は、

再就職活動を支援するための給付です。

再雇用を前提としており従業員に再就職

活動の意思がない場合には、支給されま

せん。」との記載があり、再就職を約束し

て従業員に再就職活動の意思がない場合

には失業手当は支給されません。 

現実に再雇用を約束できる経営環境に

は無い場合がほとんどですので、再雇用

の安易な約束は行うべきではありません。 
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